
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 福島市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：【基礎研修・フォローアップ研修】 

ＮＰＯ法人 市民後見サポートの会 

      【実践研修】 

        ＮＰＯ法人 ふくしま成年後見センター 

委託内容：研修会の開催（研修カリキュラムの作成を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．基礎研修 

 （１）研修の名称：福島市市民後見人養成研修（基礎研修） 

 （２）研修対象者：２０歳以上の者で、研修終了後、市民後見人として 

活動を希望するもの 

 （３）研修カリキュラム等：厚生労働省作成の「市民後見人のための基本

カリキュラム」を参考に２１時間の講義等。 

 （４）講師：市職員、社会福祉士、司法書士、家庭裁判所職員等 

２．実践研修 

（１）研修の名称：福島市市民後見人養成研修（実践研修） 

 （２）研修対象者：平成２４年度に福島市市民後見人養成研修（基礎研修） 

を修了した者 

 （３）研修カリキュラム等：厚生労働省作成の「市民後見人のための基本

カリキュラム」を参考に２９時間の講義、体験学習等。 

 （４）講師：市職員、大学助教、社会福祉士、弁護士、司法書士等 

３．フォローアップ研修 

（１）研修の名称：福島市市民後見人養成研修（フォローアップ研修） 

 （２）研修対象者：平成２４年度に福島市市民後見人養成研修（実践研修） 

を修了した者 

 （３）研修カリキュラム等：講義、体験実習、課題演習、レポート作成等

で構成し、後見業務の実践に結びつく内容 

 （４）講師：大学講師、先進市社協職員、司法書士、家庭裁判所職員等 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

１．基礎研修：平成２６年１月１４日～２月４日開催 

        修了者数：１７名 

２．実践研修：平成２５年１２月１１日～平成２６年１月１８日開催 

修了者数：１７名 

３．フォローアップ研修：平成２６年１月１７日～２月１４日開催 

        修了者数：１８名 

 

備      考 

 

平成２３年度～２５年度（３ヵ年）にかけて、介護保険事業費補助金（認知

症対策等総合支援事業）の市民後見事業の補助を受け、実施。 

平成２６年度以降は継続して、市単独事業として実施する。 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 福島市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

【市民後見推進のための検討会の開催】 

１．名称：市民後見人支援体制検討委員会（平成２４年度より開催） 

２．構成メンバー 

医師、弁護士、司法書士、社会福祉士、市社協職員、県北保健所職員、  

   大学教授 

３．検討内容  

 

 ■平成２４年度第１回～趣旨説明及び論点整理～ 

 （１）市民後見人制度の概要と市の取組みについて 

 （２）今後の市の取組みについて（意見交換） 

 

■平成２５年度第1回：本市における市民後見人の支援体制のあり方等に 

ついて（現状と今後の取り組み） 

 

■平成２５年度第２回：課題整理の方向性についての協議① 

 

■平成２５年度第３回：課題整理の方向性についての協議② 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２５年３月２２日：平成２４年度 第１回検討委員会 

           ～趣旨説明・論点整理  出席者数：１３名 

同年１２月１２日：平成２５年度 第１回検討委員会 

       ～本市における市民後見人の支援体制のあり方等について 

出席者数：１０名 

平成２６年１月２４日：平成２５年度 第２回検討委員会 

            ～課題整理の方向性についての協議① 

                       出席者数：１１名 

   同年２月２７日：平成２５年度 第３回検討委員会 

            ～課題整理の方向性についての協議② 

出席者数：１１名 

 

備      考 

 

平成２３年度～２５年度（３ヵ年）にかけて、介護保険事業費補助金（認知

症対策等総合支援事業）の市民後見事業の補助を受け、実施。 

平成２６年度以降は継続して、市単独事業として実施する。 

 

別添 


